
政

令

平成年月日 水曜日 第号官 報

民
法
及
び
家
事
事
件
手
続
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

の
施
行
期
日
を
定
め
る
政
令
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

御

名

御

璽

平
成
三
十
年
十
一
月
二
十
一
日

内
閣
総
理
大
臣

安
倍

晋
三

政
令
第
三
百
十
六
号

民
法
及
び
家
事
事
件
手
続
法
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
の
施
行
期
日
を
定
め
る
政
令

内
閣
は
、
民
法
及
び
家
事
事
件
手
続
法
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
（
平
成
三
十
年
法
律
第
七
十
二
号
）
附
則
第
一

条
（
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
及
び
第
五
号
を
除
く
。）の

規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

民
法
及
び
家
事
事
件
手
続
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

の
施
行
期
日
は
平
成
三
十
一
年
七
月
一
日
と
し
、
同
法
附

則
第
一
条
第
四
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
期
日
は
平
成
三

十
二
年
四
月
一
日
と
す
る
。

法
務
大
臣

山
下

貴
司

内
閣
総
理
大
臣

安
倍

晋
三

法
務
局
に
お
け
る
遺
言
書
の
保
管
等
に
関
す
る
法
律
の

施
行
期
日
を
定
め
る
政
令
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

御

名

御

璽

平
成
三
十
年
十
一
月
二
十
一
日

内
閣
総
理
大
臣

安
倍

晋
三

政
令
第
三
百
十
七
号

法
務
局
に
お
け
る
遺
言
書
の
保
管
等
に
関
す
る
法

律
の
施
行
期
日
を
定
め
る
政
令

内
閣
は
、
法
務
局
に
お
け
る
遺
言
書
の
保
管
等
に
関
す

る
法
律
（
平
成
三
十
年
法
律
第
七
十
三
号
）
附
則
の
規
定

に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

法
務
局
に
お
け
る
遺
言
書
の
保
管
等
に
関
す
る
法
律
の

施
行
期
日
は
、
平
成
三
十
二
年
七
月
十
日
と
す
る
。

法
務
大
臣

山
下

貴
司

内
閣
総
理
大
臣

安
倍

晋
三

原
子
力
利
用
に
お
け
る
安
全
対
策
の
強
化
の
た
め
の
核

原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る

法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
期
日
を

定
め
る
政
令
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

御

名

御

璽

平
成
三
十
年
十
一
月
二
十
一
日

内
閣
総
理
大
臣

安
倍

晋
三

政
令
第
三
百
十
八
号

原
子
力
利
用
に
お
け
る
安
全
対
策
の
強
化
の
た
め

の
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規

制
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の

一
部
の
施
行
期
日
を
定
め
る
政
令

内
閣
は
、
原
子
力
利
用
に
お
け
る
安
全
対
策
の
強
化
の

た
め
の
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制

に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十

九
年
法
律
第
十
五
号
）
附
則
第
一
条
本
文
の
規
定
に
基
づ

き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

原
子
力
利
用
に
お
け
る
安
全
対
策
の
強
化
の
た
め
の
核

原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る

法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
第
三
条
の
規
定
、
附

則
第
一
条
各
号
に
掲
げ
る
規
定
並
び
に
附
則
第
三
条
か
ら

第
十
一
条
ま
で
、
第
二
十
二
条
、
第
二
十
八
条
及
び
第
三

十
条
の
規
定
を
除
く
。）の
施
行
期
日
は
、
平
成
三
十
一
年

九
月
一
日
と
す
る
。

内
閣
総
理
大
臣

安
倍

晋
三

総
務
大
臣

石
田

真
敏

財
務
大
臣

麻
生

太
郎

文
部
科
学
大
臣

柴
山

昌
彦

国
土
交
通
大
臣

石
井

啓
一

環
境
大
臣

原
田

義
昭

原
子
力
利
用
に
お
け
る
安
全
対
策
の
強
化
の
た
め
の
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法

律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
及
び
経
過
措
置
に
関
す
る
政
令
を
こ
こ
に
公

布
す
る
。

御

名

御

璽

平
成
三
十
年
十
一
月
二
十
一
日

内
閣
総
理
大
臣

安
倍

晋
三

政
令
第
三
百
十
九
号

原
子
力
利
用
に
お
け
る
安
全
対
策
の
強
化
の
た
め
の
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す

る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
及
び
経
過
措
置
に
関
す
る
政
令

内
閣
は
、
原
子
力
利
用
に
お
け
る
安
全
対
策
の
強
化
の
た
め
の
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に

関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
九
年
法
律
第
十
五
号
）
の
一
部
の
施
行
に
伴
い
、
並
び
に
同
法

附
則
第
十
六
条
及
び
関
係
法
律
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

目
次第

一
章

関
係
政
令
の
整
備
（
第
一
条

第
四
条
）

第
二
章

経
過
措
置
（
第
五
条
）

附
則

第
一
章

関
係
政
令
の
整
備

（
放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
一
条

放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
三
十
五
年
政
令
第
二
百
五

十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

放
射
性
同
位
元
素
等
の
規
制
に
関
す
る
法
律
施
行
令

目
次
中
「
・
第
二
条
」
を
「

第
二
条
」
に
、「
第
二
十
九
条
」
を
「
第
二
十
九
条
の
二
」
に
改
め
る
。

第
一
条
中
「
放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
」
を
「
放
射
性
同
位
元
素
等
の

規
制
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
六
十
七
号
。」に
改
め
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
特
定
放
射
性
同
位
元
素
）

第
一
条
の
二

法
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
特
定
放
射
性
同
位
元
素
は
、
放
射
性
同
位
元
素
で
あ

つ
て
、
そ
の
種
類
及
び
密
封
の
有
無
に
応
じ
て
原
子
力
規
制
委
員
会
が
定
め
る
数
量
以
上
の
も
の
と
す
る
。

第
二
条
中
「
第
二
条
第
四
項
」
を
「
第
二
条
第
五
項
」
に
改
め
る
。




